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所

在

地

指

定

年
月
日

サ
カ
エ
薬
局
布
屋

五
所
川
原
市
字
弥
生
町
四
の
一

平
成

��

･

�･

�

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行

う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日
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( )

青
森
県
告
示
第
百
七
十
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日
青
森
県
告
示
第
九
百
六
十
六
号

(

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

次
の
と
お
り
改
め
る
。

甲
平
ノ
下
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
一
号
と
標
柱
九
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

(

た
だ
し
村
道
甲
新
団
地
支
線
を
除
く
。)

。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
八
号
と
標
柱
九
号
を
結
ん
だ
線
は
国
道
二
七
九
号
右
側
官
民
地
境
界
線
、

標
柱
一
号
と
標
柱
九
号
を
結
ん
だ
線
は
村
道
甲
新
団
地
線
右
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各

標
柱
を
結
ぶ
線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青
森
県
告
示
第
百
八
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成29年３月10日 金曜日 第4272号 2

社
会
福
祉
法

人
北
心
会

十
和
田
市
西
二
十

一
番
町
六
の
一
四

児
童
発
達

支
援

わ
が
ん
せ

三
沢
市
大
字
三
沢

字
堀
口
一
七
の
七

一
八

平
成

��

･

�･

��

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七

下
北
郡
風
間
浦
村

〃〃〃〃〃〃

下
風
呂

〃〃〃〃〃〃

甲
平
ノ
下

甲
平
ノ
上

〃〃〃〃〃

二
の
三
六

二
六
の
三

九
の
一

一
五
の
三

一
五
の
四

一
五
の
一
六

一
五
の
一
七

八九

〃〃

〃〃

甲
平
ノ
下

〃

二
の
三

二
の
二
九

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区

の
名
称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

小
泊

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
大
山
長
根
一
一

五
の
一

久
保
田

一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
砂
山
八
九
八

久
保
田

慶

一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
小
泊
一
一
七

佐

藤

輝

男

平
成
二
十
九
年

三
月
十
日
か
ら

同
月
二
十
四
日

ま
で

小
泊
漁
業
協

同
組
合

下
前

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
二
三
五

工

藤

益

雄

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
一
二
九

磯

野

忠

則

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
三
四
の
五

柏

崎

智

好

同
右

下
前
漁
業
協

同
組
合

鰺
ケ
沢

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
本
町
三
八

冨

田

重

基

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
浜
町
七
九
の
一

三
ツ
谷

孝

幸

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
浜
町
七
九
の
三
三

八

熊

博

志

同
右

鰺
ケ
沢
漁
業

協
同
組
合



( )

青
森
県
告
示
第
百
八
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

高
度
公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域
の
変
更

森
林
病
害
虫
等
防
除
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
し
た
松
く
い
虫
に
係
る
高
度
公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域
を
次
の
図

の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地

域
農
林
水
産
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
澤
総
建
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

澤
純
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

平
川
市
唐
竹
薬
師
沢
一
〇
二
の
九
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風
合
瀬

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風
合
瀬
字
下
砂
子
川
二

三
四
の
三

坂

�

清

美

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風
合
瀬
字
中
砂
子
川
一

九
〇
の
四

山

本

豊

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風
合
瀬
字
中
砂
子
川
一

八
九
の
四

山

本

忠

則

同
右

風
合
瀬
漁
業

協
同
組
合

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区

の
名
称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

野
牛

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
古
野
牛
川
一
五

三
國

優

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
釜
ノ
平
三
五
の
八

住
吉

均

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
釜
ノ
平
五
の
七

圓
子

紀
之

平
成
二
十
九
年

三
月
十
日
か
ら

同
月
二
十
四
日

ま
で

野
牛
漁
業
協

同
組
合

易
国
間

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
易
国
間
四
二

越
膳

稔
徳

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
新
町
三
八
の

五

金
田
一

善
唯

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
桑
畑
二

坪
田

久
雄

同
右

易
国
間
漁
業

協
同
組
合

横
浜

上
北
郡
横
浜
町
字
大
豆
田
一
一
の
一二
木

春
美

上
北
郡
横
浜
町
字
下
川
原
四
の
八
天
間

幸
人

上
北
郡
横
浜
町
字
夷
ヶ
沢
平
九
の
七森
川

末
勝

同
右

横
浜
町
漁
業

協
同
組
合



( )

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
七)

第
二
〇
〇
六
五
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

八
嶋
建
設

二

氏
名

八
嶋
幸
喜

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
字
上
清
水
目
二
九
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
六)

第
五
〇
〇
五
五
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工

事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
二
月
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

上
北
地
域
県
民
局
告
示
第
二
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

上
北
地
域
県
民
局
長

山

田

裕

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
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位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
千
歳

森
三
三
二
の
二

六
二
・
二
四
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成

��･

�･

��

政
治
団
体

の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事

務
所
の
所

在
地

公
職
の

種

類

(

第
一

号)

公
職
の
候

補
者
の
氏

名
及
び
公

職
の
種
類

(

第
二
号)

届

出

年
月
日

大
輝
会

工
藤

武
司

小
笠
原

道

代

八
戸
市
城

下
四
丁
目

一
四
の
二

〇

衆
議
院

議
員

工
藤

武

司衆
議
院
議

員

平
成

��･

�･

��



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯
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政
治
団
体
の
名
称

(

代
表
者
氏
名)

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
稲
垣
支

部(

佐
々
木

慶
和)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

つ
が
る
市
稲
垣
町

豊
川
藤
ヶ
森
一
の

六

つ
が
る
市
稲
垣
町

豊
川
初
瀬
山
三
四

の
一

会
計
責
任
者

長
内

隆
寛

斉
藤

幸
洋

平
成

��･

�･

��

政
治
団
体
の
名
称

(

代
表
者
氏
名)

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

山
口
孝
夫
後
援
会

(

中
村

英
則)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
中

平
井
町
一
の
二

五
所
川
原
市
字
柏

原
町
六
四

平
成

��･

�･

��

代

表

者

中
村

英
則

佐
藤

幸
孝

会
計
責
任
者

伊
藤

正
一

片
岡

敬
章

葛
西
清
人
後
援
会

(

村
上

敏
明)

会
計
責
任
者

諏
訪

良
一

葛
西

金
蔵

��･

��･

�

山
田
和
宗
後
援
会

(

渋
谷

譲
二)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
本

町
三

五
所
川
原
市
字
鎌

谷
町
一
四
の
三

代

表

者

渋
谷

譲
二

濱
田

健
司

��･

�･

��

福
士
幸
雄
後
援
会

(

村
岡

嘉
夫)

代

表

者

村
岡

嘉
夫

宇
野

福
蔵

��･

�･

��

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

恒
星
会

倉
岡

健
次
郎

平
成
��･

�･

��

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者

(
代
表
者)

の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指

定

年
月
日

工
藤

武
司

衆
議
院
議
員

大
輝
会

八
戸
市
城
下
四
丁
目

一
四
の
二
〇

平
成

��

･

�･

�



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

公

安

委

員

会

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

�

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
十
一
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五

号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

六

公
文
書
類
の
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

七

情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

八

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
二
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
同
条
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、

第
五
号
を
第
二
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
条
中
第
十
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
二
号
と
し
、

第
七
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

八

犯
罪
被
害
者
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

九

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
。

十

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

平
成

二
十
年
法
律
第
八
十
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号)

第
三
条
に
規
定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
中
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
る
。

第
十
条
の
四
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号)

第
二
条
に
規
定
す
る

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
係
る
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
年
月
日

倉
岡

健
次
郎

恒
星
会

平
成
��

･

�･

��


